
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
有
害
液
体
物
質
」
と
は
、
油
以
外
の
液
体
物
質
の
う
ち
、
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害

で
あ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
船
舶
に
よ
り
ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
加
え
、
海
洋
施
設
等
に
お
い
て

管
理
さ
れ
る
も
の
を
い
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
二

海
洋
汚
染
の
防
止

一

未
査
定
液
体
物
質
の
輸
送
の
禁
止

何
人
も
、
環
境
大
臣
に
よ
る
査
定
が
行
わ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
未
査
定
液
体
物
質
を
船
舶
に
よ
り
輸
送
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
六
関
係
）

二

海
洋
施
設
か
ら
の
有
害
液
体
物
質
の
排
出
の
規
制

海
洋
施
設
か
ら
の
有
害
液
体
物
質
の
排
出
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
有
害
液
体
物
質
の
取
扱
い
を
行
う
一
定
の
海
洋
施

設
の
管
理
者
は
、
有
害
液
体
物
質
記
録
簿
の
備
付
け
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
関
係
）



三

排
出
時
の
通
報

大
量
の
油
の
排
出
が
あ
っ
た
場
合
等
と
同
様
に
、
海
洋
施
設
等
の
管
理
者
は
、
大
量
の
有
害
液
体
物
質
の
排
出
が
あ
っ

た
と
き
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
最
寄
り
の
海
上
保
安
庁
の
事
務
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）

四

防
除
措
置
等

１

大
量
の
特
定
油
の
排
出
が
あ
っ
た
場
合
と
同
様
に
、
大
量
の
油
（
特
定
油
を
除
く
。
）
又
は
有
害
液
体
物
質
の
排
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
船
長
等
は
、
排
出
さ
れ
た
油
又
は
有
害
液
体
物
質
の
広
が
り
及
び
引
き
続
く
油
又
は
有
害
液
体
物

質
の
排
出
の
防
止
並
び
に
排
出
さ
れ
た
油
又
は
有
害
液
体
物
質
の
除
去
（
以
下
「
排
出
油
等
の
防
除
」
と
い
う
。
）
の

た
め
の
応
急
措
置
等
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
大
量
の
油
又
は
有
害
液
体
物
質
の
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
緊
急
に
そ
の
排
出
を
防
止
す
る

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
船
長
等
に
対
し
、
当
該
油
又
は
有
害
液
体
物
質
の
抜
取
り
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
第
五
項
関
係
）

３

一
定
の
海
域
を
貨
物
と
し
て
油
（
特
定
油
を
除
く
。
）
又
は
有
害
液
体
物
質
を
積
載
し
て
航
行
す
る
船
舶
の
船
舶
所



有
者
は
、
排
出
油
等
の
防
除
の
た
め
に
必
要
な
資
材
を
備
え
付
け
、
機
械
器
具
を
配
備
す
る
と
と
も
に
、
排
出
油
等
の

防
除
に
関
し
必
要
な
知
識
を
有
す
る
要
員
を
確
保
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
の
五
関
係
）

４

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
船
舶
の
沈
没
又
は
乗
揚
げ
に
起
因
し
て
海
洋
が
汚
染
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

り
、
当
該
汚
染
が
海
洋
環
境
の
保
全
に
著
し
い
障
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者

に
対
し
、
当
該
船
舶
の
撤
去
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
関
係
）

５

一
定
の
規
模
以
上
の
有
害
液
体
物
質
保
管
施
設
の
設
置
者
等
は
、
有
害
液
体
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
を
作
成

し
、
こ
れ
を
当
該
施
設
内
に
備
え
置
き
、
又
は
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
の
二
関
係
）

第
三

海
上
災
害
の
防
止

一

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
危
険
物
の
排
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
海
上
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
等
に
対
し
、
引
き
続
く
危
険
物
の
排
出
の
防
止
、
排
出
さ
れ
た
危
険
物
の
火
災
の
発
生



の
防
止
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
二
関
係
）

二

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
危
険
物
の
海
上
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
海
上
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
等
に
対
し
、
消
火
、
延
焼
の
防
止
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
三
関
係
）

三

船
長
等
は
、
危
険
物
の
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
最
寄
り
の
海
上
保
安
庁
の
事
務
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
海
上
保
安
庁
長
官
は
、
緊
急
に
そ
の
排
出
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
船
長
等
に

対
し
、
当
該
危
険
物
の
抜
取
り
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
四
の
二
関
係
）

第
四

独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
の
業
務
等

特
定
油
が
排
出
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
、
海
上
保
安
庁
長
官
は
、
緊
急
に
排
出
油
等
の
防
除
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
排
出
油
等
の
防
除
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
の
指
示
に
よ
り
排
出
油
等
の
防
除
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る



こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
二
十
五
及
び
第
四
十
二
条
の
二
十
六
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

海
上
保
安
庁
長
官
が
作
成
す
る
排
出
油
の
防
除
に
関
す
る
計
画
の
対
象
に
有
害
液
体
物
質
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
と
と

も
に
、
排
出
油
の
防
除
に
関
す
る
協
議
会
に
、
有
害
液
体
物
質
を
輸
送
す
る
船
舶
の
船
舶
所
有
者
等
を
加
え
、
排
出
油
等

の
防
除
に
関
す
る
協
議
会
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
の
五
及
び
第
四
十
三
条
の
六
関
係
）

二

所
要
の
罰
則
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）


